
入  会  金  及  び  会  費  規  程 
 
第１条 本規程は、規約第１１条に基づいて定めるものとする。 
第２条 本会の会員の入会金の額は、５万円とする。ただし、再入会の場合は、3 万円と 
する。 

２  本会の会員の会費の額は、年額４万円とする。ただし、入会時の会費は、次の表に定 
める割合を乗じて得た額とする。 

 

入会時期の区分 割          合 

４ 月   ～   ６ 月 全          額 

７ 月   ～   ９ 月 ４  分  の  ３ 

   １０ 月   ～ １２ 月 ４  分  の  ２ 

１ 月   ～   ３ 月 ４  分  の  １ 

３  納入された入会金及び会費は、返還しない。 
第３条  会費は、その年額を入会のとき又は毎年４月に納入するものとする。 
 
 
      附  則 
      この規程は、昭和６３年１０月１９日から施行する。 
 
      附  則 
      この規程は、平成３年５月１５日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 
 
      附  則 
      この規程は、平成９年２月１９日から施行する。 
 
      附  則 
      この規程は、平成１０年４月１５日から施行する。 
      また、平成１０年度については、第３条の規程にかかわらず、会長の定める期日ま 
    でに会費を納入するものとする。 
 
   附 則 
   この規程は、平成１５年７月９日から施行する。 
 
 
 
 
 


